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令和２年第１回杵築市議会定例会の開会にあたり、冒頭ひとこと挨

拶を申し上げます。 
昨年末に、杵築・山香・大田の３つの会場で計４回開催させていた

だきました、緊急財政に関する市民説明会では、年末のお忙しい中、

多くの市民の皆様にご参加いただき、多くのご意見、ご提言を賜りま

した。 
そして、それらのご意見、ご提言を踏まえ策定した「緊急財政対策 

」について、今月１０日から１７日にかけて、市内５つの会場で計７

回、市民説明会を開催させていただきました。この説明会にも、昨年

から引き続き、多くの市民の皆様のご参加をいただき、誠にありがと

うございました。 
今回策定した「緊急財政対策」の実施により、令和４年度には、財

政調整基金の取り崩しはゼロとなり、また、財政再生団体に転落する

ことは無くなる見込みです。 
市民の皆様には、施設の利用廃止や利用料の値上げなどのご不便・

ご負担をお願いする内容もありますが、何とぞご理解をいただきます

ようお願い申し上げます。 
また、本対策において収入の確保策として掲げていた「ふるさと納

税の拡充」については、令和２年度以降３億円を目指すこととしてい

ますが、今年度の寄付額が今月１７日時点で、１９，８６７件、３億

８，９３７万１千円になりました。これは、件数、金額ともに過去最

高の数字となっています。このように過去最高の数字となったのは、

市民の皆様が、市外の友人、知人、親戚などに杵築市へのふるさと納

税をお願いしてくださったことと、杵築市に縁のある方々が今回の財

政難の情報を聞き、応援してくださっていることのお陰だと考えてお

ります。引き続き、ふるさと納税の拡充策については、継続して取り

組んでまいりますので、今後とも応援いただきますよう、よろしくお

願いいたします。 
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さて、このあと説明申し上げます新年度の当初予算については、「 
緊急財政対策」を反映し、予算を編成しました。歳入に見合った歳出

を確立していくことで、財政を建て直し、この難局を乗り越えてまい

りますので、どうか市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 
 

それでは、議案第１号から議案第１０号までの令和２年度各会計当

初予算の概要について、順次説明を申し上げます。 
 各会計別では、一般会計１７０億９，０００万円、ケーブルテレビ

事業特別会計ほか４つの特別会計合計で、９２億７，１００万４千円、

水道事業会計ほか３つの公営企業会計の収益的収入合計では、４１億

２，４２０万円としました。 
全て合わせますと、３０４億８，５２０万４千円の予算規模となり

ます。 
令和２年度におきましては、簡易水道事業特別会計が、水道事業会

計に統一されること、公共下水道事業特別会計と特定環境保全公共下

水道事業特別会計が下水道事業会計として公営企業会計化されるなど

大きな変更があります。 
 
はじめに、令和２年度杵築市一般会計予算について申し上げます。 

緊急財政対策により、予算の総額は、前年度比１４．９％、３０億円

減の１７０億９，０００万円で、大きく減少しています。 
まず、歳入ですが、市税については、前年度比０．５％、１，３８

２万６千円減の３０億１，６５０万４千円としました。法人市民税に

おいて減額を見込んでいます。これは、法人市民税法人税割の税率が

引き下げられ、国税である地方法人税の税率が引き上げられることと

なり、地方法人税は、全額が地方譲与税化、地方交付税の原資化され

ることの影響を加味しています。 

地方交付税については、一本算定への移行経過措置最終年となるこ
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とから、前年度比０．５％、３，０００万円減の６３億２，０００万

円としました。 
令和２年度の財政調整基金繰入金を除く一般財源の額は、前年度比

０．１％、９６１万８千円減の１０６億８，６８４万７千円としまし

た。 
歳出に対する財源不足額については、財政調整基金３億円、地域活

力創出基金２億９９５万３千円、合併振興基金１億３，１１０万円、

ふるさと杵築応援基金４億３，２０４万１千円など、基金からの繰入

金で対応していますが、繰入金総額では、前年度比４８％、１０億１，

９５６万８千円の減額となり、歳出抑制の結果がここに反映されまし

た。 
財政調整基金の繰入額は大幅に縮小しましたが、特定目的基金の活

用により財政収支の均衡を図っている状況で、この構造からの脱却が

緊急財政対策の課題となっています。特に、地域活力創出基金、合併

振興基金については、今後、積立てが難しい基金ですので、効果的に

事業充当を行い、必要財源の確保を図ってまいります。 
 

次に、歳出ですが、今回の緊急財政対策により、受益者負担の増に

よる一般財源の抑制や既存事業費の縮小をお願いしています。市民サ

ービスに少なからず影響を及ぼす予算編成となっており、改めて市民

の皆様にお詫びとお願いを申し上げる次第です。 
 
それでは、主な事務事業について、款を追って、説明を申し上げま

す。 
  

まず、総務費では、全体的な人件費の縮減を図りながら、過疎バス

運行事業、コミュニティバス運行事業、乗合タクシー事業等の高齢者

の交通手段の確保を中心とする事業については、使用料の増をお願い
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しながら、昨年度並みの事業費を確保しました。また、移住対策や住

民自治協議会への支援事業についても、昨年度並みの事業費を確保し

ました。 
 
民生費では、少子高齢化等により、毎年度増加する社会保障経費に

対応する予算編成としています。年々充実する国の制度を基本として、

高齢者対策、障がい者対策、子育て対策などの予算額を確保しました。 
包括支援センターを委託することにより、特別会計を廃止するとと

もに、令和２年度が全世代包括支援センターの開設元年となります。 
子育て対策から、障がい者扶助、高齢者扶助などの相談の一元化を図

り、複合的な社会保障の課題に取り組んでまいります。 
市単独による補助事業については、見直し、縮小を図りました。 
 
衛生費では、健康や環境に配慮した事業を中心に予算を計上してい

ます。 
従来からの予防接種事業やがん検診事業については、負担金の増を

お願いしながら、効率的な予算編成を行いました。 
環境衛生事業も引き続き、市民の生活環境の向上に資する事業に予

算計上しています。簡易水道事業の廃止、下水道事業の公営企業化な

ど大きな制度の変更に応じた予算編成としています。 
 
農林水産業費では、杵築市の基幹産業を守る重要な位置づけとして

の予算編成に変更はありません。 
国や県の事業を活用した、新規就農者の育成事業、農地の集積に関

する事業、肉用牛の増頭対策、施設園芸の整備助成、有害鳥獣被害防

止対策等も継続して実施します。 
耕地事業については、中山間地域等直接支払事業、多面的機能支払

交付金事業、三川地区内水対策事業、県営事業負担金等について継続
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計上しました。県施行農業土木事業については、市単独の農業土木事

業の計上が厳しい中、市費の投入以上の事業効果が認められる事業と

して積極的な予算編成を行いました。 
水産事業については、アサリ資源の回復を図るための守江湾干潟再

生事業、有害魚駆除の経費、種 苗
しゅびょう

購入、増 殖 礁
ぞうしょくしょう

設置についても継

続計上しましたが、令和２年度については、これまでに実施した事業

の検証を行う年度として位置づけしています。 
 
商工費では、商工・観光ともに、地方創生費へ移管した主要事業の

ほか、従前の事業費を縮小しながらも、誘致・誘客に資する事業の計

上を行っています。また、新たな工業団地の造成の可能性を探るため

の事業費を計上しています。 
 
土木費では、安全や利便性の向上につながる予算を組立てました。 

継続事業である市駅
し え き

錦江
きんこう

橋
ばし

線
せん

、本町
ほんまち

田平
た び ら

線
せん

、鹿倉
か く ら

線
せん

ほか４路線に加

え、新たに、ＪＲ跨
こ

線
せん

橋
きょう

の改良工事や点検を実施し、インフラの整

備を進めます。  
また、急傾斜地崩壊対策や河川の改修工事も行います。併せて、県

営事業で実施する県道工事や河川・橋梁整備工事、港湾・海岸施設整

備工事などの県営工事負担金については、市単独事業の計上が厳しい

中、負担額以上の事業効果が認められる事業として積極的に予算編成

をしました。 
 
消防費では、市民の安全・安心を最優先とし、各種事業の予算を計

上しています。計画的に行っている防火水槽の設置や災害備蓄物資の

整備に係る経費を計上しました。 
 
教育費では、学校教育・社会教育を含めた生涯教育の充実を図るた
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め、その環境整備を中心とした予算としました。 
杵築中学校改築事業と給食センター改築事業が、令和元年度予算に

おいてその大半が完了することに伴い、予算額は大きく減少すること

となりました。 
学校現場においては、複式学級や特別支援員等の加配を行うととも

に、外国語指導助手であるＡＬＴの３人体制を継続します。 
中学校遠距離通学支援事業については、令和元年第４回定例会にお

いて採択された請願・陳情の内容を受け、電動アシスト自転車購入補

助などを含む新たな補助金制度を実施するための予算を計上しました。 
幼稚園については、杵築幼稚園において預かり保育を通年で継続し

ます。 
学校給食センターについては、令和２年２学期から新給食センター

が稼働するために必要な予算を計上しました。 
このほか、文化施設、体育施設の管理経費については、休館日を追

加する施設、廃止する施設などにより、維持管理費を縮小しています。 
 
公債費では、利率見直しによる借り換えを行うことにより、単年度

の元利償還額を圧縮する計画としています。 
 
全体として、緊急財政対策により市単独事業を中心として事業費の

縮小を図っています。もとより、一般財源の歳入額には限度がありま

すので、令和２年度の予算額が上限額と捉え、今後も事務事業の見直

しを進めなくてはなりません。 
 
以上、令和２年度一般会計予算について、その概要を申し上げまし

た。 
 
次に、令和２年度各特別会計及び各公営企業会計予算を説明します。 

6



 

 
ケーブルテレビ事業特別会計については、歳入歳出総額を６億１，

０４５万９千円としました。ケーブルテレビ整備事業費については、

２億２，８７２万３千円を計上し、令和２年度は守江区の光ケーブル

化を行うこととしています。杵築地域の光ケーブル化は当初令和２年

度に完成する予定としておりましたが、緊急財政対策を受けまして、

単年度の予算額を縮小することで起債借入額の上限を厳守してまいり

ます。 
国民健康保険特別会計では、歳入歳出総額を４２億６８７万３千円

としました。一人当たりの医療費が伸びる見込みであり、前年度比１

３．１％、４億８，８２５万５千円の増となっています。 
後期高齢者医療特別会計では、歳入歳出総額を４億１，１４４万３

千円としました。保険料等の負担金が増加する見込みで、前年度比３．

８％、１，５０８万６千円の増となっています。 
介護保険特別会計では、歳入歳出総額を３８億６，５７０万７千円

としました。前年度とほぼ同様の予算計上で、前年度比０．１％、５

３７万４千円の増となっています。 
農業集落排水事業特別会計では、歳入歳出総額を１億７，６５２万

２千円としました。工事費等の抑制を図り、前年度比１６．５％、３，

４９８万１千円の減となっています。 
水道事業会計では、収益的収入を５億５，２５２万８千円としまし

た。令和２年度から簡易水道事業を水道事業に統一し、公営企業会計

化することによって、前年度比２６．３％、１億１，５０５万５千円

の増となっています。 
工業用水道事業会計では、収益的収入を２，２２８万７千円とし、

前年度比０．５％、１０万１千円の減となっています。 
下水道事業会計では、収益的収入を６億４，７２２万３千円としま

した。令和２年度から公共下水道事業特別会計と特定環境保全公共下
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水道事業特別会計を統一し公営企業会計化するため、新たに創設され

る公営企業会計です。 
最後に、市立山香病院事業会計については、収益的収入を２９億２

１６万２千円としました。DCPの導入、病床編成の組替などの措置に

より医業収益の増加を図り、前年度比１．４％、３，８８９万７千円

の増となっています。 
 
続きまして、議案第１１号から議案第２０号までの令和元年度各会

計補正予算について説明を申し上げます。 
 
はじめに、令和元年度一般会計補正予算（第９号）ですが、今回の

補正は、事業費の決算見込みに伴う精算と、国の補正予算に関連する

補助事業の計上及び減債基金取り崩し措置の変更に伴う基金への戻入

が主なものです。 
補正額としましては、１６億２，１３１万４千円を減額し、補正後

の予算の総額を２１０億８，８９０万３千円とするものです。 
 主なものを申し上げますと、まず歳入では、固定資産税の収入増が

見込まれるため、市税を３，９００万円増額しました。地方消費税交

付金については、実績により５，９２０万円を減額しました。国庫支

出金は、道路改良事業にかかる事業費の決算見込みにより、１億１，

１３８万円を減額しました。県支出金は、国の補正予算に伴う事業の

追加により１億３，６４４万３千円を増額しました。繰入金は、減債

基金を活用した繰上げ償還計画の変更により、減債基金繰入額を１２

億３，１５５万９千円減額し、歳出額の減に応じて財政調整基金繰入

額を２億２，０５６万２千円減額しました。一方、早期退職者数の増

により、退職手当基金繰入額を５，０００万円増額とし、緊急財政対

策の一環としてふるさと応援基金繰入金を８，１３０万円増額しまし

た。市債は、事業費の決算見込みにより、２億６，５８０万円減額し
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ました。 
 
 歳出では、議会のご協力により、議員報酬等で３７６万円、特別職

の報酬１２２万５千円、一般職で５３５万８千円を減額しました。早

期退職者等の増により職員退職金を５，０３３万３千円増額しました。

杵築速見消防組合負担金については、日出町との負担割合の変更によ

り１，２４７万７千円を増額しました。公債費元金については、繰上

償還の見直しにより１２億３，１５５万９千円を減額しました。障害

者自立支援給付事業については、サービス利用者の増により１，５０

４万４千円増額しました。地籍調査費では、国の補正予算による採択

に伴い、５，４７４万３千円を増額しました。活力あふれる園芸産地

整備事業は、いちご学校４期生２名の施設整備について国の補正予算

が採択されたことにより、１億４，９４５万６千円増額しました。市
し

駅
えき

錦江
きんこう

橋
ばし

線
せん

改良事業については、予定をしていた迂回路の撤去工事を

令和２年度事業としたことなどにより、１億２，４２９万６千円減額

しました。道路ストック総点検事業については、国庫補助金配分の減

額などにより６，３２９万６千円減額しました。橋梁長寿命化修繕事

業については、堂様跨
どうさまこ

線
せん

橋
きょう

改良事業の決算見込み、国庫補助金配分の

減額などにより、９，５４８万９千円を減額しました。老朽市営住宅

の解体事業については、実施事業の決算見込み及び予定事業の休止に

より１，２８８万３千円減額しました。小熊山
こぐまやま

・御塔山
おとうやま

古墳公有化事

業については、決算見込みにより１，６６１万７千円減額しました。 
 ケーブルテレビ事業特別会計については、入札による事業費の減に

より４億８，９２６万５千円を減額し、補正後の歳入歳出総額を２１

億１，２７５万７千円としました。 
 国民健康保険特別会計については、納付金・拠出金の決算見込みな

どにより、５４２万４千円を追加計上し、補正後の歳入歳出総額を４

１億３，６８４万円としました。 
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 後期高齢者医療特別会計については、保険料納付金・負担金の決算

見込みにより、４９６万４千円を追加計上し、補正後の歳入歳出総額

を４億２９８万７千円としました。 
 介護保険特別会計については、給付実績による調整などにより、１，

８９３万６千円の減額し、補正後の歳入歳出総額を３９億３，２５６

万８千円としました。 
 簡易水道事業特別会計については、委託料、電気代の減額により、

１，２１７万円を減額し、補正後の歳入歳出総額を１億７，４５２万

９千円としました。 
 農業集落排水事業特別会計については、償還金利子の確定などによ

り、５１万１千円を減額し、補正後の歳入歳出総額を２億１，１５３

万円としました。 
 公共下水道事業特別会計については、事業費の決算見込みにより、

１，７６３万９千円を減額し、補正後の歳入歳出総額を５億７，１０

８万５千円としました。 
特定環境保全公共下水道事業特別会計については、事業費の決算見

込みにより、３１９万５千円を減額し、補正後の歳入歳出総額を２億

７，７３７万２千円としました。 
 また、一般会計、特別会計で翌年度への繰越明許の設定も行ってい

ます。 
  

以上、令和元年度一般会計並びに各特別会計補正予算について、そ

の概要を申し上げました。 
 

続きまして、条例議案について、説明を申し上げます。 
 
まず、議案第２１号 杵築市行政組織条例の一部改正については、

地方自治法第１５８条第１項の規定に基づく市長の権限に属する事務
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を分掌させるための内部組織について、上下水道課の事務分掌の変更

及び人権問題を所管する課の名称を変更することに伴い、所要の改正

を行うものです。 
 

次に、議案第２２号 杵築市行政区設置条例の一部改正については、

地方公務員法等の一部改正により、特別職非常勤職員の要件が厳格化

されたことに伴い、区長業務について、行政区の区長を特別職非常勤

職員として委嘱し依頼する方法から、委託して依頼する方法に変更す

るため、所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第２３号 杵築市ケーブルネットワーク施設条例の一部

改正については、加入世帯の減少により悪化している収支のバランス

を改善するよう基本使用料を引上げるため、所要の改正を行うもので

す。 
 

次に、議案第２４号 杵築市コミュニティバス条例の一部改正につ

いては、運行費用の増大や利用者の減少により悪化している収支のバ

ランスを改善するよう利用料を引上げるため、所要の改正を行うもの

です。 
 

次に、議案第２５号 杵築市職員の服務の宣誓に関する条例の一部

改正については、会計年度任用職員制度の導入に伴い、会計年度任用

職員の宣誓の取扱いについて、任命権者が別に定めることが出来るよ

うにするため、所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第２６号 杵築市議会の議員その他非常勤の職員の公務

災害補償等に関する条例の一部改正については、会計年度任用職員制

度の導入に伴い、会計年度任用職員の補償基礎額について、常勤職員
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との権衡を保つため、所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第２７号 杵築市特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部改正については、会計年度任用職員

制度の導入に伴い、会計年度任用職員への移行や新たに特別職非常勤

職員として追加するなど、所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第２８号 杵築市特別職の職員の給料月額の臨時特例措

置に関する条例の一部改正については、本市の財政状況を鑑み、市長、

副市長及び教育長の給料月額及び期末手当を減額するため、所要の改

正を行うものです。 
 

次に、議案第２９号 杵築市職員の給与に関する条例の一部改正に

ついては、給与制度の総合的見直しにおける経過措置に影響を及ぼす

規定を削除し、当該経過措置を終了させるなど、所要の改正を行うも

のです。 
 
次に、議案第３０号 杵築市職員の給与の特例に関する条例の一部

改正については、本市の財政状況を鑑み、職員の給料月額を減額する

ため、所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第３１号 杵築市地域包括支援センター事業特別会計条

例を廃止する条例の一部改正については、経過措置として、杵築市地

域包括支援センター事業特別会計に係る令和元年度分の収入、支出及

び決算について規定するため、所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第３２号 杵築市債権管理条例の制定については、市が

保有している債権の管理に関して、事務処理基準等を明確にし、債権
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管理の一層の適正化を図るため、本条例を制定するものです。 
 

次に、議案第３３号 杵築市行政財産使用料条例の一部改正につい

ては、杵築市健康福祉センターの温泉場と杵築市大田横岳自然公園の

ログハウス等の受益者負担の適正化を図るため、それぞれ使用料を引

上げるなど、所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第３４号 杵築市手数料条例の一部改正については、行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律等の改正により、個人番号の通知カードが廃止されるため、これを

再交付したときに徴収する手数料の規定を削除するなど、所要の改正

を行うものです。 
 

次に、議案第３５号 杵築市福祉に関する事務所条例の一部改正に

ついては、杵築市行政組織条例の一部改正に伴い、福祉に関する事務

所の名称を変更するため、所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第３６号 杵築市山香温泉センター（神塩
こうじお

温泉
おんせん

）条例の

一部改正については、温泉センターの受益者負担の適正化を図るため、

温泉センターの使用料を引上げるとともに、温泉センターに係る光熱

水費等のより一層の軽減化を図るため、営業時間の短縮を行うなど、

所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第３７号 杵築市立児童館条例の一部改正については、

現在、児童館の運営は委託していることから、市が設置する児童館の

運営委員会の規定を削るため、所要の改正を行うものです。 
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次に、議案第３８号 杵築市長寿祝金条例の制定については、現行

の敬老祝金と敬老祝品進呈事業を整理し、敬老祝金を長寿祝金と改め、

支給年齢などを見直し、本条例を制定するものです。 
 
次に、議案第３９号 杵築市大田高齢者デイサービスセンター条例

の廃止については、新たに小規模多機能型居宅介護施設を整備したこ

とに伴い、サービスの充足が見込まることから、本条例を廃止するも

のです。 
 
次に、議案第４０号 杵築市健康推進館条例の一部改正については、

温水プールについて、受益者負担の適正化を図るため使用料を引上げ

るとともに、曜日別や時間別の利用状況を鑑み、休館日や利用時間を

見直すなど、所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第４１号 杵築市健康福祉センター条例の一部改正につ

いては、温泉場の時間別の利用状況を鑑み、利用時間を見直すなど、

所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第４２号 杵築市簡易水道事業を杵築市水道事業に統合

することに伴う関係条例の整理については、杵築市簡易水道事業を杵

築市水道事業に統合することに伴い、関係条例の整理を行うため、本

条例を制定するものです。 
 
次に、議案第４３号 杵築市交通安全条例の一部改正については、

地方公務員法等の一部改正により、特別職非常勤職員の要件が厳格化

されたことに伴い、交通指導業務について、交通指導員を特別職非常

勤職員として委嘱し依頼する方法から、委託して依頼する方法に変更

するため、所要の改正を行うものです。 
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次に、議案第４４号 杵築市企業立地促進条例の一部改正について

は、条例の効力の期限を延長することで引き続き企業誘致を促進する

ため、所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第４５号 杵築市農畜産物加工センター条例の廃止につ

いては、農畜産物加工センターの利用状況等を勘案し、本条例を廃止

するものです。 
  

次に、議案第４６号 杵築市営住宅条例の一部改正については、民

法の一部改正等に伴い、敷金の取扱いの明確化や連帯保証人の要件の

緩和、解体を行う恒
つね

道
みち

住 宅
じゅうたく

の用途廃止など、所要の改正を行うもの

です。 
 
次に、議案第４７号 杵築市特定公共賃貸住宅条例の一部改正につ

いて及び議案第４８号 杵築市定住促進住宅条例の一部改正について

は、民法の一部改正等に伴い、敷金の取扱いの明確化や連帯保証人の

要件の緩和など、所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第４９号 杵築市普通公園等条例の一部改正については、

松
まつ

尾川
お が わ

河川
か せ ん

プールについて、施設の著しい老朽化や雨天時に泥水が流

入するなど、維持管理が困難であることから、河川プールを廃止する

ため、所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第５０号 杵築市いじめの防止等に関する条例の一部改

正については、いじめ防止対策推進法に規定するいじめ問題に関する

重大事態に関する調査結果について、市長の附属機関として再調査す
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る機関を設置するなど、所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第５１号 杵築市公民館条例の一部改正については、山

浦地区公民館の老朽化に伴い、令和２年４月１日から開館する山浦地

区コミュニティセンターへ公民館機能を移行するため、所要の改正を

行うものです。 
 
次に、議案第５２号 杵築市きつき城下町資料館条例の一部改正に

ついて、議案第５３号 杵築市杵築城条例の一部改正について、議案

第５４号 杵築市大原邸条例の一部改正について、議案第５５号 杵

築市佐野家条例の一部改正について、議案第５６号 杵築市重光家条

例の一部改正について及び議案第５７号 杵築市磯矢邸条例の一部改

正については、休館日及び開館時間について、指定管理者が教育委員

会の承認を得て変更できるようにするなど、所要の改正を行うもので

す。 
 
次に、議案第５８号 杵築市スポーツ施設条例の一部改正について

は、代替施設があるなどの理由から杵築市営山香水泳プールを休場し、

利用者が極めて少ないことから杵築市営石丸体育館を廃止するため、

所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第５９号 杵築市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部改正に

ついては、施設の老朽化や代替施設があるなどの理由からＢ＆Ｇ海洋

センターのプールを休館するため、所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第６０号 下水道事業の地方公営企業法一部適用に伴う

関係条例の整理に関する条例の一部改正については、経過措置として、

廃止する杵築市公共下水道事業特別会計及び杵築市特定環境保全公共
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下水道事業特別会計に属する余剰金、債権及び債務について、杵築市

下水道事業会計に帰属させるため、所要の改正を行うものです。 
 
続きまして、一般議案について、説明を申し上げます。 
 
まず、議案第６１号 工事請負契約の変更契約の締結については、

杵築市立杵築中学校新体育館建築工事において、基礎杭の設置に不測

の日数を要し、工期を延長する必要が生じたため、杵築市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、議会の議決を求めるものです。 
 
次に、議案第６２号 権利の放棄については、ケーブルテレビ利用

料について、債権者の所在不明や自己破産などにより今後の徴収が見

込めないことから、これらの債権の権利を放棄するため、地方自治法

第９６条第１項第１０号の規定により、議会の議決を求めるものです。 
 
次に、議案第６３号 杵築市山香温泉風の郷の指定管理者の指定に

ついては、杵築市山香温泉風の郷の指定管理者を「有限会社ペントハ

ウスクラブ」に指定することについて、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 
 
次に、議案第６４号 風の郷パークゴルフ場の指定管理者の指定に

ついては、風の郷パークゴルフ場の指定管理者を「杵築市パークゴル

フ協会」に指定することについて、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、議会の議決を求めるものです。 
 

次に、議案第６５号 市道の路線廃止及び路線認定については、鴨
かも

川
がわ

公民館
こうみんかん

線
せん

の路線廃止と鴨川
かもがわ

田中
た な か

線
せん

及び鴨川山
かもがわやま

迫
さこ

線
せん

の路線認定をする
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ため、道路法第１０条第３項及び第８条第２項の規定により、議会の

議決を求めるものです。 
 
以上、提出いたしました予算議案２０件、条例議案４０件、一般議

案５件について、説明を申し上げました。 
 
何とぞ、慎重審議のうえ、ご可決くださいますようお願い申し上げ

ます。 
 
それでは、報告第１号及び報告第２号について、説明を申し上げま

す。 
 
まず、報告第１号 令和元年度杵築市一般会計補正予算（第８号）

の専決処分の承認を求めることについては、ふるさと納税寄附金の増

加に伴い、返礼品等の必要経費を早急に補正する必要があったため、

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したので、同条第

３項の規定により議会に報告し、承認を求めるものです。 
 
次に、報告第２号 専決処分の報告については、本市職員が起こし

た空き家改修事業に関する損害賠償の示談について、地方自治法第１

８０条第１項の規定による専決処分をしましたので、同条第２項の規

定により議会に報告するものです。 
 

何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 
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